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令
和
３
年
５
月
に
デ
ジ
タ
ル
改

革
関
連
６
法
が
成
立
し
ま
し
た
。

そ
の
目
的
は
、
誰
も
が
デ
ジ
タ
ル

化
の
恩
恵
を
最
大
限
に
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
を
進
め
、

デ
ジ
タ
ル
機
器
に
不
慣
れ
な
方
や

高
齢
者
等
も
そ
の
恩
恵
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。
令

和
３
年
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

の
購
入
申
込
み
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
予
約
に

お
い
て
、
電
話
し
か
使
え
な
い
人

と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

で
申
込
み
が
で
き
る
人
と
の
間
に

格
差
が
生
じ
ま
し
た
。
誰
も
が
デ

ジ
タ
ル
化
の
恩
恵
を
受
け
て
い
く

た
め
に
は
時
間
を
か
け
て
こ
つ
こ

つ
と
進
め
て
い
く
部
分
と
、
喫
緊

の
課
題
と
し
て
、
例
え
ば
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
が
使
え
な
い
人
へ
の
対
応
と
い

う
部
分
が
あ
り
ま
す
。
両
方
を
同

時
に
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
、
デ

ジ
タ
ル
化
の
恩
恵
ど
こ
ろ
か
格
差

が
一
層
広
が
り
か
ね
な
い
こ
と
に

つ
い
て
の
見
解
と
今
後
の
具
体
的

な
施
策
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　

企
画
財
政
部
長　

現
代
に
お
い

て
、デ
ジ
タ
ル
化
は
避
け
ら
れ
ず
、

本
市
も
そ
の
推
進
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
一
方
、
デ
ジ
タ
ル
化
の

恩
恵
を
受
け
ら
れ
な
い
方
も
い
る

と
い
う
意
味
で
格
差
が
広
が
る
と

認
識
し
て
い
ま
す
。
今
の
段
階
で

具
体
的
な
施
策
を
申
し
上
げ
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
デ
ジ
タ
ル

化
と
格
差
へ
の
対
応
を
念
頭
に
置

き
、
政
策
を
進
め
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

※要旨のみ掲載していますので、詳細は市ホームページでご確認いただくか、議会
事務局までお問い合わせください。
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市
内
保
育
園
に
お
い
て
は
、
保

育
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
の
保
育

士
確
保
に
加
え
て
、
令
和
元
年　
１２

月
に
中
国
の
武
漢
市
で
初
め
て
確

認
さ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
へ
の
対
応
や
感
染
拡
大
防

止
に
も
大
変
な
ご
労
苦
を
い
た
だ

い
て
お
り
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

　

保
育
園
が
担
う
職
務
、
業
務
の

性
質
上
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
と
し
て
求
め
ら
れ
る

３
密
を
避
け
る
こ
と
が
困
難
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
児
童
ホ
ー

ム
や
幼
稚
園
で
も
同
様
の
こ
と
が

言
え
ま
す
が
、
私
生
活
も
含
め
て

感
染
対
策
を
徹
底
し
て
、
常
に
感

染
リ
ス
ク
と
闘
い
な
が
ら
働
く
皆

様
の
ス
ト
レ
ス
を
少
し
で
も
解
消

す
る
た
め
の
保
育
士
等
へ
の
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
優
先

接
種
に
つ
い
て
見
解
を
伺
い
ま
す
。

ま
た
、
既
に
保
育
士
等
へ
の
Ｐ
Ｃ

Ｒ
検
査
体
制
の
構
築
と
検
査
費
用

の
補
助
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
、改
め
て
見
解
を
伺
い
ま
す
。

　

子
ど
も
未
来
部
長　

保
育
園
に

お
い
て
も
、
早
期
に
職
員
の
ワ
ク

チ
ン
接
種
が
行
わ
れ
、
安
全
な
環

境
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
お
り
、
各
保
育
園
の
ワ
ク
チ
ン

接
種
に
関
す
る
考
え
等
を
調
査
し
、

支
援
で
き
る
こ
と
を
検
討
し
て
い

き
ま
す
。
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
に
つ
い
て

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
緊
急

包
括
支
援
交
付
金
を
活
用
し
、
補

助
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

新型コロナウイルスワクチン接種への
市民に寄り添った対応を求める決議

　次の事項を実現するよう強く求める。
１　ワクチン接種の計画を直ちに明らかにすること。
２　神奈川県への人的・財政的支援を要請すること。
３　ワクチン接種会場への移動支援と運賃補助等に、すみやかに取り組むこと。
４　ワクチン接種の予約電話はナビダイヤルから、すみやかに変更し、通話料金を市
民に負担させないようにすること。
５　ワクチン接種の情報発信として、広報ざま臨時号を発行し、全戸配布を行うよう
に改善すること。
６　市内の全病院、医院で確実にワクチン接種できるように努めること。
７　市民が近隣他市の「かかりつけ医」でのワクチン接種を希望する場合は、確実に
接種できるように努めること。
８　余剰ワクチンを有効活用するための体制を整備すること。
９　６４歳以下の市民へのワクチン接種時期を明確にし、ワクチン接種券を早期に配布
すること。

学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを
適切に進めるための意見書

　国においては、次の事項について迅速に対応することを強く求める。
１　情報端末の利活用、個人情報の取扱いなど、教育ＤＸに対応する教職員研修の在
り方について検討を進めること。
２　システムやソフトウェアの整備、情報端末や通信設備の修繕や定期更新など、教
育ＤＸに関する学校教育予算の充実・確保とその在り方について検討を進めること。
３　様々な会社の情報端末とデジタル教科書と個人認証システムの互換性を確保する
ための、統一規格について検討を進めること。
４　よく聞き、よく読み、よく書くなどの生涯学び続けるための基本的な「学ぶスキ
ル」を身につける上で、紙面の活用と対面学習の併用を検討すること。
【提出先】内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣

日本政府に核兵器禁止条約の批准を強く求める意見書
　国に対し、「唯一の戦争被爆国」として核兵器全面禁止のために真剣に努力する証
として、核兵器禁止条約の批准を強く求める。
【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、衆議院議長、参議院議長

ＬＧＢＴ法の早期成立を求める意見書
　国に対し、速やかに、性的指向や性的自認に関わらず人権を享有することや平等で
あることを明示する法律を早期に制定することを求める。
【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、内閣官房長官、衆議院議長、参議院

議長

エネルギー政策についての意見書
　国に対し、次の事項を求める。
１　次期エネルギー基本計画において、２０３０年度の再生可能エネルギー電力目標を６０ 
％以上、２０５０年度は１００％とすること。

２　脱炭素社会に向けて、再生可能エネルギーを強力に推進する政策への転換を早急
に進めること。
【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、環境大臣

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が広範囲に
実施されるに当たり、接種者が安心して受けられるための

十分な財政支援を国に求める意見書
　国に対し、コロナ禍を一日でも早く脱却し、誰もが安心して暮らせる社会を取り戻
すために、次の事項を求める。
１　新型コロナウイルス感染症ワクチンを接種した副反応発生者に対し、予防接種健
康被害救済制度に基づく救済制度を一層充実させるとともに、休業や退職を余儀な
くされた場合には、上記救済制度による救済に加えて、休業補償や生活保障を行う
こと。
２　ワクチン接種に係る十分な医療体制の整備とともに、今後も発生が予想される新
たな感染症拡大などの事態にも対応できるよう、医療、介護、福祉に財政支援等を
さらに行うこと。
【提出先】内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣

地方財政の充実・強化を求める意見書
　国に対し、２０２２年度の政府予算と地方財政の検討における、地方財政の充実・強化
に向け、次の事項の実施を求める。
１　社会保障、防災、環境、地域交通、人口減少、デジタル化対策など、増大する地方自治
体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。
２　とりわけ新型コロナウイルス対策として、ワクチン接種体制の構築、感染症対応
業務を含めた、より全体的な保健所体制・機能の強化、その他の新型コロナウイル
ス対応事業、また、地域経済の活性化まで踏まえた、十分な財源措置を図ること。
３　子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防止、生活困窮者自立支援など、急増
する社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、地方単独事
業分も含めた十分な社会保障経費の拡充を図ること。また、人材を確保するための
自治体の取組を支える財政措置を講じること。
４　デジタル・ガバメント化における自治体業務システムの標準化については、自治
体の実情を踏まえるとともに、目標時期の延長や一定のカスタマイズを可能とする
など、より柔軟に対応すること。また、地域経済を活性化させるためにも、デジタ
ルシステムの標準化による大手企業の寡占を防止すること。また、地域での人材育
成を図るなど、地域デジタル社会推進費の有効活用も含めて対応すること。
５　まち・ひと・しごと創生事業費として確保されている１兆円について、引き続き
同規模の財源確保を図ること。
６　２０２０年度から始まった会計年度任用職員制度について、今後も当該職員の処遇改
善が求められることから、引き続き所要額の調査を行うなどして、さらなる財政需
要を十分に満たすこと。また、処遇改善額が明確となるように配慮すること。
７　特別交付税の配分にあたり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体
に対して、その取扱いを理由とした特別交付税の減額措置を行わないこと。
８　森林環境譲与税の譲与基準については、より林業需要の高い自治体への譲与額を
増大するように見直すこと。
９　地域間の財源偏在性の是正に向けては、偏在性の小さい所得税、消費税を対象に
国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な改善を行うこと。
　　また、コロナ禍において固定資産税の軽減措置等が行われたことはやむを得ない
ものの、各種税制の廃止、減税を検討する際には、地方６団体などを通じて、自治
体の意見や財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政
運営に支障が生じることがないように対応を図ること。

１０　地方交付税の財源保障機能と財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例
の終了への対応、小規模自治体に配慮した段階補正の強化など対策を講じること。

１１　地方交付税の法定率を引き上げるなど、引き続き、臨時財政対策債に頼らない地
方財政の確立に取り組むこと。
【提出先】内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣

議会では6月定例会で、次の決議・意見書を
可決し、直ちに関係機関に提出しました。
議会では6月定例会で、次の決議・意見書を
可決し、直ちに関係機関に提出しました。


